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酒類の公正な取引に関する基準の改正

（公正な取引の基準）

酒類業者は、次のいずれにも該当する行為を行ってはならないものとする。

（１） 正当な理由なく、酒類を当該酒類に係る売上原価の額と販売費及び一般管理費の

額との合計額を下回る価格で継続して販売すること

（２） 自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引

をすること

⇒ （１）価格要件と（２）影響要件の双方の要件に該当する場合は、指示、公表、命令、

罰則の対象となる。

※ 公正な取引の基準については、おおむね５年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとされてい

る（組合法86の３⑥）

※ なお、基準制定に当たっては、酒類業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないよう留

意することとされている（組合法86の３②）

○ 売上原価の算定方法

仕入価格から仕入値引（基準が明確に定められ、当該基準が取引の相手方に事前に示され、仕入と密接に関連するものに限

る）を控除する。

○ 販管費の配賦方法

酒類事業と他の事業を併せて行っている場合、販管費は酒類業者が選択した合理的な配賦方法に従って配賦する。

公布：令和４年３月31日
施行：令和４年６月１日

（改正前）



書面等により伝達

基準改正のポイント（リベート関係）

リベートを受領した酒類業者の売上原価の算定に当たり、次

の３つの要件を満たす場合に限り、仕入値引として処理するこ

とができる。

①リベートの基準が明確に定められ、

②当該基準が取引の相手方に事前に示され、

③仕入と密接に関連するものに限る

リベートを受領した酒類業者の売上原価の算定に当たり、次

の４つの要件を満たす場合に限り、仕入値引として処理するこ

とができる。

①リベートの基準が明確に定められ、

②当該基準が取引の相手方に事前に示され、

③仕入と密接に関連するものに限る、

④販売価格の算出上、控除した値引きの額である旨が書面

等によりリベートの支払者から伝達されている場合に限る

改正前

リベート支払者 リベート受領者

≪契約書、納品書、請求書等の書面又は電磁的記録で伝達する項目≫
①販売価格の算出上、控除した値引きの額である旨
②リベートの対象となる酒類の銘柄
③取引年月日
④数量
⑤それぞれの酒類ごとの値引きの額及びその合計額を明示

改正後

≪書面等による伝達≫

酒類の公正な取引に関する基準上、仕入値引とみなすことができないリベートにつ

いては、酒類の販売に係る販売費及び一般管理費からも控除は不可



基準改正のポイント（共通費用の配賦方法関係）

酒類業者が、酒類事業と酒類事業以外の事業を併せ行っ

ている場合において、これらの事業に共通する費用が発生

するときは、当該酒類業者が選択した合理的な配賦方法に

より配賦。

酒類業者が、酒類事業と酒類事業以外の事業を併せ行っ

ている場合において、これらの事業に共通する費用が発生

するときは、当該酒類業者が選択した合理的な配賦方法に

より配賦。

・ 酒類業者が選択した合理的な配賦方法により配賦でき

る場合は、その算出根拠が明らかにされている場合に限

る。

・ 当該酒類業者が合理的な配賦方法を選択していない場

合には、 。

改正前 改正後

①客観的な資料（事業の実態を把握するために計測を行った結果や書面に記載されている具体的な
金額など、販管費を算定するために必要な情報が記載されている資料）

に基づき、

②配賦方法の選択の合理性の具体的な根拠（客観的な資料に基づいて、共通費の費用科目等と選択
した配賦方法に合理的な関連性があるなど、事業の実情に即した合理的な理由に基づく選択である
こと）が示され、かつ、計算過程が明らかにされている場合。

≪算出根拠が明らかにされている場合≫

算出根拠が明らかにされていない場合も、売上高比により配賦することになります。



出典：法務省ウェブサイト（http://www.moj.go.jp/content/001261083.pdf）
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220,000円/㎘
（77.00円/350mℓ換算）

200,000円/㎘
（70.00円/350mℓ換算）

181,000円/㎘
（63.35円/350mℓ換算）
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（麦芽比率25％未満）

令和５年10月令和２年10月 令和８年10月

155,000円/㎘
（54.25円/350mℓ換算）

134,250円/㎘
（46.99円/350mℓ換算）

80,000円/㎘
（28.00円/350mℓ換算）

108,000円/㎘
（37.80円/350mℓ換算）

○ ビール系飲料の税率については、令和８年１０月に、１㎘当たり155,000円（350㎖換算
54.25円）に一本化する。

○ 消費者の負担が急激に変動することとならないよう、税率見直しは３段階に分けて行
い、第１段階は令和２年１０月に、第２段階は令和５年１０月に実施する。

税率構造の見直し（ビール系飲料）
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